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 会 議 録 

審議会等の 

名称 

令和５年第１２回教育委員会（定例会） 

開催日時 令和５年８月３１日（木）１４：００～ 

開催場所 山口市役所別館１階第１会議室 

公開・部分公

開の区分 

部分公開 

出席者 藤本教育長、山本委員、佐々木委員、横山委員、佐藤委員、角川委員、鮎川委員 

欠席者  

事務局 宮崎教育部長、上野教育部次長、石川教育総務課長、平井教育施設管理課長、右田学校

教育課長、内田社会教育課長、渡辺文化財保護課長、大井中央図書館長、柳教育総務課

主幹、有熊学校教育課主幹、戸嶋教育総務課副主幹 

付議案件 議  案 

（１）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

（２）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

（３）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

（４）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

（５）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書 

について  

（６）令和６年度使用一般図書の採択について 

報  告 

（１）令和５年９月定例市議会への報告事項について 

（２）令和５年９月定例市議会への報告事項について 

（３）令和５年度全国学力・学習状況調査における山口市の結果概要について 

 藤本教育長 ただいまから、令和５年第１２回教育委員会（定例会）を開会いた

します。 

会議録の署名につきましては、佐々木委員さんと鮎川委員さんにお

願いしたいと思います。 

本日は、議案６件と報告３件なっております。 

 

まず、この議案の公開・非公開を確認いたします。 

議案第１号から５号及び報告第１号及び２号につきましては、市議

会に上程する事案であり、そして議案第６号につきましては一般図書

の採択に関する案件でございますので、非公開にしたいと思いますが

よろしいでしょうか。 

非公開に賛成される方は、挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 
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それでは、議案第１号から６号及び報告第１号及び２号につきまし

ては「山口市教育委員会会議規則第９条第１項及び第２項」に基づき、

秘密会により審議いたします。 

まず公開できるものから審議いたます。 

報告第３号の「令和５年度全国学力・学習状況調査における山口市

の結果概要」について事務局からお願いします。 

右田学校教育課長。 

右田学校教育

課長 

「令和５年度全国学力・学習状況調査」における山口市の結果概要案に

ついてとりまとめましたので、御報告いたします。 

 本年度の４月１８日に「令和５年度全国学力・学習状況調査」が実施されま

した。 

本市教育委員会におきましては、毎年、「教科に関する調査」及び「生活

習慣や学習環境等に関する質問紙調査」の結果を分析し、本市としての取

組の成果や課題を「山口市の結果概要について」としてまとめ、各小・中学

校長に通知いたしますとともに、本市ウェブサイトに公開することとしており

ます。 

つきましては、令和５年度の結果概要案を別紙資料のとおり作成いたし

ましたので御報告いたします。 

 それでは、資料③「結果概要について」の２ページを御覧ください。 

 ２ページの上段にお示ししておりますグラフは、全国及び山口県の平均正

答率を 100 とした場合の「本市の平均正答率」を表したものでございます。 

左側が小学校、右側が中学校となっておりますが、いずれの教科におい

ても、全国及び山口県の平均正答率同等、または上回る結果となっており

ます。 

 さらに、冊子の３ページから７ページにつきましては、「左側が小学校の国

語、算数」「右側が中学校の国語、数学、英語」において出題された問題の

中で、特に「成果が見られた問題」を「◎」で、また、「課題が見られた問題」

を「▼」のマークを付けて、それぞれ２点ずつ、上段部分にお示しをするとと

もに、「課題が見られた特徴的な問題」を１つ取り上げ、「解答結果の考察」、

課題解決に向けた「学びのポイント」の２点を添えて、お示ししているところ

です。  

続きまして、８ページと９ページをご覧ください。 

「生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査」の結果において、特に顕

著であった結果につきまして、「望ましい状況」を「◎」で、「課題の見られる

状況」を「▼」のマークを付けて、それぞれ２点ずつ、お示ししているところで

す。  

８ページ上段の「地域とのつながり」につきましては、全国平均を上回る

結果となっておりまして、地域の行事への参加を通して子どもたちは地域と

のつながりを感じているようです。 
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 現在、本市では地域の方と児童生徒による熟議にも積極的に取り組んで

おり、引き続き地域とのつながりの実感が高まる教育活動を進めて参りま

す。  

一方、９ページ上段にお示ししております「家庭学習習慣」につきまして

は、小学校では全国平均を下回り、中学校では全国及び山口県平均を下

回る結果となっております。 

 家庭学習の重要性と習慣化については、学校、教育委員会において様々

な形で働きかけをしているところでございますが、「自分で計画を立てる」と

いう部分についての意識が低いことが明らかになりました。 

今後は、学年等発達段階に応じた児童生徒への指導や支援の工夫に加

え、学校だより等を通して保護者への家庭学習の示し方を工夫するなどし

て改善に努めて参ります。 

最終ページには、課題解決に向けた各学校の取組事例の中から参考に

してほしい事例を好事例として紹介しています。 

 今後も教育委員会と各学校が課題を共有しながら、担当校指導主事によ

る学校訪問や校内研修等における授業観察等の機会を通じて、課題解決

に向けた授業づくりの指導・助言に努めて参ります。 

藤本教育長 それでは、報告第３号について意見質問等お願いします。 

鮎川委員 資料９ページのところです。 

家庭学習習慣、学級活動における山口市の平均は低いのですが、それぞ

れの学校においては平均を超えている学校もあるかと思います。 

２学期以降は、頑張って欲しい学校に働きかけをしていただきたいなと思

います。 

右田学校教育

課長 

ご指摘を頂きましたとおり、学校によっては成果が出ているところもござ

います。 

今回の結果を２学期以降に活かしていきたいと思います。 

藤本教育長 学力状況も学校ごとに分析しているのでしょうか。 

右田学校教育

課長 

それぞれ学校ごとに数値に違いはありますが、経年変化などを踏ま

え、県平均より低くても前年度と比較すると伸びている学校などはご

ざいます。 

藤本教育長 よろしいでしょうか。 

それではこれより秘密会といたします。 

それでは、議案第１号、議会の議決を経るべき議案に対する意見の

申し出における「令和４年度教育費決算の概要」について、事務局か

ら説明をお願いします。 

上野教育部次長。 

上野教育部次

長 

議案第１号、議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出にお

ける「令和４年度教育費決算の概要」について御説明いたします。 

議案の資料①を御覧ください。 
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１ページから１９ページまでが、議案第１号に関するものでござい

ます。 

このうち３ページから８ページが山口市の一般会計「歳入歳出決算」

に係るもの、９ページから１９ページが山口市の「財産に関する調書」

でございます。 

この決算のうち、教育費に関する部分について、教育委員会の意見

を求めるものでございます。 

はじめに、山口市一般会計歳入歳出決算のうち、教育費の決算につ

いて御説明いたします。 

教育費の歳出決算につきましては、議案参考資料②により説明させ

ていただきます。 

それでは１ページをお開きください。 

一般会計歳出決算のうち、教育委員会事務局全体の歳出の状況につ

いてお示ししております。 

令和４年度の予算現額は、当初予算額に前年度からの繰越額、補正

予算額を加え、６２億３，８３４万２，９００円でございました。 

これに対し、支出済額は５２億８，２７７万４，３８９円で、執行

率は、８４．７％となっておりますが、翌年度に繰り越した      

３億５，４４８万６，０００円を除く執行率は、８９．８％でござい

まして、不用額は６億１０８万２，５１１円となっております。 

また、令和４年度の支出済額を令和３年度の支出済額５２億１３５

万４，６７６円と比較いたしますと、８，１４１万９，７１３円の増

となっております。 

これらの内訳でございますが、５ページの支出済額内訳を御覧いた

だきたいと存じます。 

それぞれ増減がございますが、主なものを申し上げますと、増につ

きましては１０教育費のうち、２小学校費、約５億４，０００万円、

６保健体育費約７億７，０００万円などがございます。 

また、減につきましては１０教育費のうち、３中学校費、約４億３，

０００万円、５社会教育費約７億９，０００万円でございます。  

次に、支出済額の主なものについて、前年度との比較による増減に

ついて説明いたします。 

まず、１０教育費のうち、２小学校費、約５億４，０００万円の増

につきましては、小学校の光熱費（電気、ガス）が増となり、学校管

理費が約８，２００万円の増となったものや、大歳小学校の校舎長寿

命化改修工事や嘉川小学校、大内南小学校の校舎増改築工事の実施な

どにより、学校建設費が約４億６，０００万円の増となったことによ

るものでございます。 

次に、６保健体育費、約７億７，０００万円の増につきまして、   
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学校給食費について、給食費の公会計化に伴う賄材料費の増により、 

約８億１，０００万円の増となったものや、令和３年度は小郡学校給

食センター空調設備設置工事を実施しましたが、令和４年度は同様の

工事がなかったことにより、約３，８００万円の減となり、これらの

増減の差引きによるものなどでございます。 

次に、３中学校費、約４億３，０００万円の減につきましては、中

学校の光熱費、電気、ガスが増となり、学校管理費が約３，３００万

円の増となったものや、令和３年度は湯田中学校、宮野中学校の長寿

命化改修工事を実施しましたが、令和４年度は同様の工事がなかった

ことにより、学校建設費が約４億８，０００万円の減となったことか

ら、これらの増減の差引きによるものなどでございます。 

次に、５社会教育費、約７億９，０００万円の減につきましては、 

令和３年度に徳地文化ホールや大海総合センターの改修工事を実施し

ましたが、令和４年度は同様の工事がなかったことにより、生涯学習

施設費が約７億１，０００万円の減となったものや、令和３年度に築

山跡第１期整備事業の駐車場整備工事などを実施しましたが、令和４

年度は同様の工事がなかったことにより、文化財保護費が約８，９０

０万円の減となったものなどでございます。 

次に、２ページの「令和４年度歳出の状況（総括表）」を御覧くだ

さい。 

ここからは、令和４年度の教育委員会関連予算の決算額について、

款、項、目別に、所属毎の内訳をお示ししております。 

このうち主な不執行理由についてですが繰越を除く執行率が９０％

未満、かつ不用額が１００万円を超えるもので、職員人件費や他の所

属の所管分を除いたものについて説明させていただきます。 

まず、１０教育費 １教育総務費 ２事務局費の内、教育総務課所管

分につきましては、支出済額１億６６８万５５２円で、執行率は８７．

６％となっております。これは、県派遣指導主事の給与等の支払額が

見込みを下回ったことなどにより、１，５０８万４４８円が不用額と

なったものです。 

同じく、学校教育課所管分につきましては、支出済額４，６９５万

２，０２７円で、執行率は、８５．１％となっております。これは、

会計年度任用職員の雇用時間数やスクールソーシャルワーカーなどの

活動時間数が当初の見込みを下回ったことなどにより、８１９万３，

９７３円が不用額となったものでございます。 

次に、２小学校費 １学校管理費のうち、教育施設管理課分につき

ましては、支出済額２億４，６１９万４，４６８円で、執行率は８９．

６％となっております。これは、令和３年度からの繰越額について、

入札減による不用額を減額補正できないことなどより、２，８６０万
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６，５３２円が不用額となったものでございます。 

同じく、学校教育課所管分につきましては、支出済額９，３７０万

７，９９８円で、執行率は８９．９％となっております。これは、学

校保健事業において、小学校の学校災害共済給付金の支給や、県外活

動を行った児童・生徒等の希望者を対象に実施したＰＣＲ検査の申請

者数が当初の見込みを下回ったことなどにより、１，０５７万２，０

０２円が不用額となったものでございます。 

次に、２小学校費 ２教育振興費のうち、教育総務課所管分につき

ましては、支出済額８，２１９万８，３４６円で、翌年度繰越額２２

０万円を除く、執行率は、８７．８％となっております。これは遠距

離通学対策事業において、スクールバスの運行に係る経費の執行が見

込みを下回ったことなどにより、１,１４３万６５４円が不用額となっ

たものでございます。 

次に、２小学校費 ３学校建設費につきましては、支出済額８億３，

５５２万４，７２６円で、翌年度繰越額５，６００万円を除く執行率

は、８３．５％となっております。これは、小学校施設長寿命化事業

などにおいて、令和３年度からの繰越額について、入札減による不用

額を減額補正できないことなどにより、１億６，５２３万２，２７４

円が不用額となったものでございます。 

 次に、３ページを御覧ください。 

３中学校費 1学校管理費のうち、学校教育課所管分につきましては、  

支出済額５，１６１万８，８２９円で、執行率は７６．７％となって

おります。これは学校保健事業における中学校の学校災害共済給付金

の支給などが、当初の見込みを下回ったことなどにより、１，５６８

万３，１７１円が不用額となったものでございます。 

 次に、３中学校費 ２教育振興費のうち、学校教育課所管分につき

ましては、支出済額２億７，６４０万１，３２３円で、執行率は８８．

４％となっております。これは、要・準要保護児童就学援助費におい

て、申請者数が当初の見込みを下回ったことや、学習支援事業におけ

る補助教員やＩＣＴ教育支援事業におけるＩＣＴ教育支援員の活動時

間数などが、当初の見込みを下回ったことなどにより、３，６２７万

５，６７７円が不用額となったものでございます。 

 次に、３中学校費 ３学校建設費につきましては、支出済額４億８，

４５０万６２１円で、翌年度繰越額２億３，２７８万６，０００円を

除く、執行率は８２．１％となっております。これは、中学校施設長

寿命化事業において、令和３年度からの繰越額について、入札減によ

る不用額を減額補正できないことなどより、１億５６６万３，３７９

円が不用額となったものでございます。 

次に、４ページを御覧ください。 
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５社会教育費 ７青少年育成費につきましては、支出済額３，５９

６万８，９６９円で、執行率は、８８．５％となっております。これ

は、子どもの居場所づくり推進事業や地域ぐるみ子育て支援推進事業

などにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一

部の事業を中止したことなどにより、４６７万５，０３１円が不用額

となったものでございます。 

 次に、６保健体育費 １保健体育総務費につきましては、支出済額 

６３５万３６７円で、執行率は８５．７％となっております。これは

スポーツ少年団活動助成事業や学校体育連盟助成事業において、   

補助金などの執行が当初の見込みを下回ったことなどにより、１０５

万８，６３３円が不用額となったものでございます。 

次に、１１災害復旧費 ３文教施設災害復旧費 １公立学校施設災害

復旧費につきましては、執行がございません。これは、災害復旧費の

対象となる案件がなかったことによるものでございます。 

続きまして、資料が変わりまして、資料①の９ページを御覧くださ

い。 

財産に関する調書でございますが、このうち、教育委員会に関する

ものにつきまして説明いたします。 

１０ページを御覧ください。 

まず、上側の表は、公有財産のうち、土地及び建物についてお示し

しているもので、この中で教育委員会に関係するものは、公共用財産

の学校がございます。このうち、土地につきましては、令和４年度に、

２７．１７㎡の減、年度末現在高は、１０５万７，６１５．２８㎡と

なっております。この土地の減の内容につきましては、興進小学校用

地の一部を市道拡幅のため道路河川管理課へ所管替えしたことによる

ものでございます。 

次に、建物につきましては、令和４年度中に、木造、非木造ともに 

増減無しで、年度末現在高は、木造が８，３６９．５１㎡、非木造が 

２６万８，０９３．０６㎡、合わせて２７万６，４６２．５７㎡とな

っております。 

続きまして、１２ページを御覧ください。 

（７）「出資による権利」についての表でございます。 

この中で教育委員会が関係しているものは、ページ中程にございま

すが、一財山口県教育会に対する出えん金がございます。これにつき

ましては、令和３年度中の増減はなく、年度末現在高は、４０３万１，

０００円でございます。 

続きまして１３ページを御覧ください。 

３債権についての表でございますが、上から３番目の奨学基金貸付

金についてでございます。令和４年度中に、４０５万円減少し、決算
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年度末現在高は、２，３８６万円となっております。 

続きまして、１６ページを御覧ください。 

４基金についてでございますが、上から４番目の（１６）山口市文

化財保護基金についてでございます。これは、文化財の保護管理及び

修理に要する資金を積み立てるもので、令和４年度中に、寄附金１０

万円と利息６１円の積立により、年度末現在高は、３１４万５１９円

となっております。 

続きまして、１９ページを御覧ください。 

一番下の表、（２６）山口市奨学基金についてでございます。貸付

金については、令和４年度中に、３９７万３，７５０円が減少し、年

度末現在高は、２，４１８万５，０００円に、また現金については、

令和４年度中に、５３７万４，９５０円増加し、年度末現在高は、７，

２６８万６，７４２円となっております。 

議案第１号についての説明は以上でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

藤本教育長 議案第１号について、意見や質問等はございませんか。 

意見や質問等ないようでしたら、議案第１号について承認される方

は、挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 

それでは、原案のとおり承認いたします。 

続きまして、議案第２号、議会の議決を経るべき議案に対する意見

の申し出における「令和５年度山口市一般会計補正予算（第４号）に

関する専決処分」について、事務局の方から説明をお願いします。 

右田学校教育課長 

右田学校教育

課長 

それでは、議案第２号、議会の議決を経るべき議案に対する意見の

申し出における「令和５年度山口市一般会計補正予算（第４号）に関

する専決処分」について御説明をいたします。 

 資料は、議案集①の２０ページ、併せまして、議案集②の６ページ

にございます表の上から６段目でございます。 

 これは、６月３０日から７月１日にかけての豪雨災害において、災

害救助法が適用されたことに伴い、災害救助費負担金３０万円を増額

する専決処分をしたものでございます。 

 学校における学習遅延を防止する観点から、被災された児童生徒に

対し、学用品等を支給する必要経費でございます。 

 款３民生費、項４災害救助費、目１災害救助費につきましては、学

用品等給付事業費といたしまして、３０万円を増額いたすものでござ

います。 

 以上で、議案第２号の説明を終わります。 
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藤本教育長 議案第２号について、意見や質問等はございませんか。 

他に意見や質問等ないようでしたら、議案第２号について承認され

る方は、挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 

 それでは、議案第３号、議会の議決を経るべき議案に対する意見の

申し出における「山口市立小中学校教育用コンピュータ等の取得」に

ついて事務局から説明をお願いします。 

右田学校教育課長。 

右田学校教育

課長 

それでは、議案第３号、議会の議決を経るべき議案に対する意見の

申し出における「山口市立小中学校教育用コンピュータ等の取得」に

ついて御説明いたします。 

 資料は、議案集①の２４ページをお開きください。 

去る７月２０日に、条件付一般競争入札を行い、落札業者が決定い

たしましたので、その売買契約を締結することについて、議会の議決

を求めるものでございます。 

議案第３号の山口市立小中学校教育用コンピュータ等の取得につい

ては、取得価格が３，２２３万円、取得先は、山口市宝町１番７６号、

中国芝浦電子株式会社代表取締役、河村利夫でございます。 

本案件は、山口市立小中学校のコンピュータ教室に配置している、

児童・生徒が学習用に使用するコンピュータで、現在導入しているコ

ンピュータ導入後５年が経過し、老朽化による故障等も目立つことか

ら、計画的に更新を行うものです。 

 以上で、議案第３号の説明を終わります。 

藤本教育長 議案第３号について、意見や質問等はございませんか。 

他に意見や質問等ないようでしたら、議案第３号について承認され

る方は、挙手をお願いいたします。 

（全員挙手）） 

 

それでは、原案のとおり承認いたします。 

続きまして、議案第４号の議会の議決を経るべき議案に対する意見

の申し出における「山口市立小中学校校務用コンピュータ等の取得」

について事務局から説明をお願いします。 

右田学校教育課長。 

右田学校教育

課長 

議案第４号、議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出にお

ける「山口市立小中学校校務用コンピュータ等の取得」について、御

説明いたします。 

 資料は、議案集①の２６ページをお開きください。 

 去る７月２０日に、本件に係る条件付一般競争入札を執行いたしま
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して、不調となりましたものの、最低価格を示した者との交渉がまと

まりましたので、売買契約を締結することについて、議会の議決を求

めるものでございます。 

 議案第４号の山口市立小中学校校務用コンピュータ等の取得につい

ては、取得価格が２，６３２万３千円、取得先は、山口市駅通り一丁

目７番１４号、山口視聴覚機器株式会社代表取締役、河部秀幸でござ

います。 

 本案件は、山口市立小中学校の教職員が校務事務や成績処理、教材

作成等を行う為の校務用コンピュータで、現在導入しているコンピュ

ータが導入後５年経過し、老朽化による故障等も目立つことから、計

画的に更新を行うものです。 

以上で、議案第４号の説明を終わります。 

藤本教育長 議案第４号について、意見や質問等はございませんか。 

山本委員。 

山本委員 議案第３号と併せてお聞きします。 

このたび更新されるコンピュータは、市内小中学校全部でしょうか。 

教職員のコンピュータ全部ではないと思うのですが、その割合はど

のぐらいになりますでしょうか。 

有熊学校教育

課主幹 

議案第３号で更新いたしますものはだいたい全体の約２割、第４号

でも全体の約２割程度の更新を行うことになります。 

藤本教育長 他に意見や質問等ないようでしたら、議案第４号について承認され

る方は、挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 

それでは、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、議案第５号の「教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価の結果に関する報告書」について、事務局から説明

をお願いします。 

 上野教育部次長  

上野教育部次

長 

議案第５号について説明をいたします。 

議案資料①の２７ページを御覧ください。 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関

する報告について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６

条の規定により、下記のとおり議会に提出するものでございます。 

報告書案につきましては、本日配布の資料Ａを御覧ください。 

この報告書案につきましては、７月の定例会におきまして事務局が

行いました評価について説明するとともに報告書案に対する学識経験

者からのご意見を示したところです。 

今回委員の皆様や学識経験者からいただきました内容を確認いたし
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数点の文言と修正を行いましたので説明いたします。 

まず１ページを御覧ください。 

施策２－１教育環境の充実と整備における指標①「学校生活を楽し

んでいる児童の割合」と指標②「学校生活を楽しんでいる生徒の割合」

について、共に僅か９０％の目標値に届いていなかったことから、以

前は「不登校やいじめなど、学校問題の解決への取組を進める」とし

ておりましたが、学識経験者から「楽しい学校生活向上のための対応

策を『不登校といじめ』に特化するべきではない」との指摘をいただ

きましたことから、その文言を修正しております。 

次に、２ページを御覧ください。 

基本事業２－１－１確かな学力の定着における指標①「授業の内容

が分かると感じている児童・生徒の割合」について目標値に届いてい

なかったことから、以前は「指導の工夫や配慮のある授業の取組」と

しておりましたが、学識経験者から「配慮のある授業とは授業を工夫

することであり文言の修正が必要」との指摘をいただきましたことか

ら修正したところでございます。 

最後に、５５ページを御覧ください。 

基本事業２－４－３体育関係団体・指導者の育成における指標②「ス

ポーツ少年団への登録率」について、実績値２０％であり目標値２２．

４％に届いていなかったことから、以前は「指導者の資質向上を図る」

としておりましたが、学識経験者から「登録率が向上しないことを、

指導者に原因があるように読めてしまう」との指摘をいただきました

ことから、その文言を修正しております。  

議案第５号の説明は以上でございます。 

藤本教育長 議案第５号について、意見や質問等はございませんか。 

他に意見や質問等ないようでしたら、議案第５号について承認され

る方は、挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

それでは、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、議案第６号の「令和６年度使用一般図書の採択」につ

いてでございますが、ここで鮎川教育委員は一身上の都合によりまし

て、本議案への意見、質問及び採決に加わらないことを希望されてお

ります。 

鮎川教育委員からの申し出を認めたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（全員挙手） 

それでは鮎川委員の申し出を認めます。 

事務局から説明をお願いします。 

 右田学校教育課長。 
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右田学校教育

課長 

議案第６号につきましては、令和６年度に、主として市内小中学校

の特別支援学級において使用する教科用図書となります「一般図書」

につきまして、各学校からの申し出に基づき、教育委員会事務局内の

検討委員会で審査をいたました図書の採択を、教育委員会において行

うものでございます。 

各小中学校において使用いたします教科用図書につきましては、学

校教育法第３４条等に基づき、検定教科書を使用することとされてお

りますが、特別支援学級におきましては、学校教育法附則第９条によ

りまして、検定教科書以外の教科用図書を使用することができると定

められております。 

この規定により用いられる教科用図書は、通例で「一般図書」と呼

ばれております。 

この「一般図書」につきましては、個々の児童生徒の障害の状況に

応じた適切なものを選定することが好ましいため、学校を設置する教

育委員会が、毎年、採択をすることとされております。 

議案集①の２９ページから３２ページに、審査をいたしました一般

図書の一覧を掲載しております。 

特別支援学級で使用する点字教科書や拡大教科書、知的障害学級で

個別に使用する図書等を中心とした計７４冊でございます。 

 以上でございます。 

藤本教育長 議案第６号について、意見や質問等はございませんか。 

他に意見や質問等ないようでしたら、議案第６号について承認され

る方は、挙手をお願いいたします。 

（鮎川委員を除く全員挙手） 

 

それでは、原案のとおり承認いたします。 

続きまして、報告第１号の令和５年９月定例市議会への報告事項に

おける「損害賠償の額を定めることに関する専決処分」について、事

務局からお願いします。 

内田社会教育課長。 

内田社会教育

課長 

報告第１号「損害賠償の額を定めることに関する専決処分」につい

て御説明します。 

議案資料①の３３ページをご覧ください。 

これは損害賠償の額を定めることについて地方自治法第１８０条第

１項の規定により専決処分いたしましたので、同上第２項により報告

するものでございます。 

内容でございますが、令和５年５月２１日午前１１時５０分頃、山

口市嘉川５４５８番地１山口市南部運動広場内において発生した市が

主催するソフトボール大会開催中の打球による損害事故に対するもの
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でございます。 

以上で報告第１号「損害賠償の額を定めることに関する専決処分」

について説明を終わります。 

藤本教育長 報告第１号について、意見や質問等はございませんか。 

意見や質問等がないようでしたら、続きまして、報告第２号の令和

５年９月定例市議会への報告事項における「大内中学校特別教室棟大

規模改修工事の請負契約の一部を変更することに関する専決処分」に

ついて、事務局からお願いします。 

平井教育施設管理課長。 

平井教育施設

課長 

報告第２号「大内中学校特別教室棟大規模改修工事の請負契約の一

部を変更することに関する専決処分」について御説明いたします。 

資料①の３６ページを御覧ください。 

令和４年１２月２０日に締結した大内中学校特別教室棟大規模改修

工事の請負契約の一部を変更することについて、地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分しましたので、同条第２項により報告

するものでございます。 

専決処分の内容は、当初契約額「１億７，６７４万８千円」を、５

２９万１千円増額の「１億８，２０３万９千円」に変更するものでご

ざいまして、専決処分年月日は令和５年６月２３日でございます。 

これは、本工事の内、外壁改修工事において、工事着手後にコンク

リートの劣化状況の詳細調査をした結果、施工数量が増加したこと、

また、家具工事において、工事着手後に家具製作前に学校に最終確認

をした結果、家具の間仕切りの追加及びサイズの変更が必要になった

ことなどによりまして、工事費が増額し、契約変更するものでござい

ます。 

以上でございます。 

藤本教育長 報告第２号について、意見や質問等はございませんか。 

当初より増えた理由はどういったものですか。 

平井教育施設

課長 

設計段階では調査を詳細に行うことは難しいため、工事が始まった

際に分かることも多くあります。 

今回は、そうしたことが理由となります。 

藤本教育長 他に何かございますか。 

無いようでしたら、以上で、本日の付議案件については終了いたし

ます。 

次回の定例会ですが、こちらの第１会議室で９月２８日（木）１５

時からの予定です。 

以上をもちまして、令和５年第１２回教育委員会定例会を閉会いた

します。ありがとうございました。 
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署 名 上記のとおり相違ありません。 
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